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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成22年2月12日(2010.2.12)

【公開番号】特開2007-169639(P2007-169639A)
【公開日】平成19年7月5日(2007.7.5)
【年通号数】公開・登録公報2007-025
【出願番号】特願2006-341831(P2006-341831)
【国際特許分類】
   Ｃ１０Ｍ 169/04     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 159/20     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 159/24     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 133/12     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 135/20     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 135/18     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 125/24     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 137/04     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 159/18     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 129/10     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 135/30     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 133/16     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 137/10     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 101/02     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 107/10     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/06     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/34     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/36     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/38     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/42     (2006.01)
   Ｃ１０Ｍ 105/04     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  10/02     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  10/04     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  20/00     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  30/00     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  30/06     (2006.01)
   Ｃ１０Ｎ  40/25     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１０Ｍ 169/04    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 159/20    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 159/24    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 133/12    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 135/20    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 135/18    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 125/24    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 137/04    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 159/18    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 129/10    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 135/30    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 133/16    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 137/10    　　　Ｚ
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   Ｃ１０Ｍ 137/10    　　　Ａ
   Ｃ１０Ｍ 101/02    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 107/10    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/06    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/34    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/36    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/38    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/42    　　　　
   Ｃ１０Ｍ 105/04    　　　　
   Ｃ１０Ｎ  10:02    　　　　
   Ｃ１０Ｎ  10:04    　　　　
   Ｃ１０Ｎ  20:00    　　　Ｚ
   Ｃ１０Ｎ  30:00    　　　Ｚ
   Ｃ１０Ｎ  30:06    　　　　
   Ｃ１０Ｎ  40:25    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月16日(2009.12.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の成分を含む潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との混合物、
　（ｃ）一種以上の酸化防止剤、
　（ｄ）一種以上のコハク酸イミド誘導体分散剤、および
　（ｅ）一種以上の耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油組成物
はジアルキルカルボキシレートを含まない。
【請求項２】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、０．
５：１．０乃至１０．０：１．０の範囲にある請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、１．
０：１．０乃至７．５：１．０の範囲にある請求項２に記載の潤滑油組成物。
【請求項４】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、２．
０：１．０乃至５．０：１．０の範囲にある請求項３に記載の潤滑油組成物。
【請求項５】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、３．
５：１．０である請求項４に記載の潤滑油組成物。
【請求項６】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき１．０質量％乃至１０．０質量％の範囲にある請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項７】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
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づき１．５質量％乃至７．５質量％の範囲にある請求項６に記載の潤滑油組成物。
【請求項８】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき２．０質量％乃至５．０質量％の範囲にある請求項７に記載の潤滑油組成物。
【請求項９】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき２．５質量％乃至３．０質量％の範囲にある請求項８に記載の潤滑油組成物。
【請求項１０】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき１．０質量％乃至１５．０質量％の範囲にある請求項１に記載の潤滑油組成物
。
【請求項１１】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき２．０質量％乃至１０．０質量％の範囲にある請求項１０に記載の潤滑油組成
物。
【請求項１２】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき３．０質量％乃至７．５質量％の範囲にある請求項１１に記載の潤滑油組成物
。
【請求項１３】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき４．０質量％乃至６．０質量％の範囲にある請求項１２に記載の潤滑油組成物
。
【請求項１４】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０３質量％乃至０．１２質量％の範囲に
ある請求項１に記載の潤滑油組成物。
【請求項１５】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０５質量％乃至０．１質量％の範囲にあ
る請求項１４に記載の潤滑油組成物。
【請求項１６】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０７質量％乃至０．０９質量％の範囲に
ある請求項１５に記載の潤滑油組成物。
【請求項１７】
　下記の成分を含む潤滑油組成物：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウムモノアルキルカルボキシレートと過塩基性カルシウムアルキル
アリールスルホネートとの混合物、
　（ｃ）アミン含有酸化防止剤、
　（ｄ）エチレンカーボネート処理コハク酸イミド分散剤、および
　（ｅ）リン含有耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油組成物
はジアルキルカルボキシレート清浄剤を含まない。
【請求項１８】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、０．
５：１．０乃至１０．０：１．０の範囲にある請求項１７に記載の潤滑油組成物。
【請求項１９】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、１．
０：１．０乃至７．５：１．０の範囲にある請求項１８に記載の潤滑油組成物。
【請求項２０】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、２．
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０：１．０乃至５．０：１．０の範囲にある請求項１９に記載の潤滑油組成物。
【請求項２１】
　潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、３．
５：１．０である請求項２０に記載の潤滑油組成物。
【請求項２２】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき１．０質量％乃至１０．０質量％の範囲にある請求項１７に記載の潤滑油組成物。
【請求項２３】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき１．５質量％乃至７．５質量％の範囲にある請求項２２に記載の潤滑油組成物。
【請求項２４】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき２．０質量％乃至５．０質量％の範囲にある請求項２３に記載の潤滑油組成物。
【請求項２５】
　過塩基性カリウム清浄剤中のカリウムの濃度が、過塩基性カリウム清浄剤の全質量に基
づき２．５質量％乃至３．０質量％の範囲にある請求項２４に記載の潤滑油組成物。
【請求項２６】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき１．０質量％乃至１５．０質量％の範囲にある請求項１７に記載の潤滑油組成
物。
【請求項２７】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき２．０質量％乃至１０．０質量％の範囲にある請求項２６に記載の潤滑油組成
物。
【請求項２８】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき３．０質量％乃至７．５質量％の範囲にある請求項２７に記載の潤滑油組成物
。
【請求項２９】
　過塩基性カルシウム清浄剤中のカルシウムの濃度が、過塩基性カルシウム清浄剤の全質
量に基づき４．０質量％乃至６．０質量％の範囲にある請求項２８に記載の潤滑油組成物
。
【請求項３０】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０３質量％乃至０．１２質量％の範囲に
ある請求項１７に記載の潤滑油組成物。
【請求項３１】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０５質量％乃至０．１質量％の範囲にあ
る請求項３０に記載の潤滑油組成物。
【請求項３２】
　リン分が、潤滑油組成物の全質量に基づき０．０７質量％乃至０．０９質量％の範囲に
ある請求項３１に記載の潤滑油組成物。
【請求項３３】
　リン含有耐摩耗性添加剤が金属ジアルキルジチオリン酸塩である請求項１７に記載の潤
滑油組成物。
【請求項３４】
　金属ジアルキルジチオリン酸塩の金属が亜鉛である請求項３３に記載の潤滑油組成物。
【請求項３５】
　下記の成分を含む潤滑油濃縮物：
　（ａ）１０質量％乃至９０質量％の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との混合物、
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　（ｃ）一種以上の酸化防止剤、
　（ｄ）一種以上のコハク酸イミド誘導体分散剤、および
　（ｅ）一種以上の耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油濃縮物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油濃縮物
はジアルキルカルボキシレートを含まない。
【請求項３６】
　リン含有耐摩耗性添加剤がジアルキルジチオンリン酸亜鉛である請求項３５に記載の潤
滑油濃縮物。
【請求項３７】
　下記の成分を含む潤滑油濃縮物：
　（ａ）潤滑油濃縮物の全質量に基づき１０質量％乃至９０質量％の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウムモノアルキルカルボキシレートと過塩基性カルシウムアルキル
アリールスルホネートとの混合物、
　（ｃ）アミン含有酸化防止剤、
　（ｄ）エチレンカーボネート処理コハク酸イミド分散剤、および
　（ｅ）リン含有耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油濃縮物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油濃縮物
はジアルキルカルボキシレート清浄剤を含まない。
【請求項３８】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、０
．５：１．０乃至１０．０：１．０の範囲にある請求項３７に記載の潤滑油濃縮物。
【請求項３９】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、１
．０：１．０乃至７．５：１．０の範囲にある請求項３８に記載の潤滑油濃縮物。
【請求項４０】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、２
．０：１．０乃至５．０：１．０の範囲にある請求項３９に記載の潤滑油濃縮物。
【請求項４１】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、３
．５：１．０である請求項４０に記載の潤滑油濃縮物。
【請求項４２】
　リン含有耐摩耗性添加剤がジアルキルジチオンリン酸亜鉛である請求項３７に記載の潤
滑油濃縮物。
【請求項４３】
　内燃機関の排ガス後処理装置における触媒被毒を低減する方法であって、下記の成分を
含む潤滑油組成物を用いて内燃機関を作動させることからなる方法：
　（ａ）１０質量％乃至９０質量％の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との混合物、
　（ｃ）一種以上の酸化防止剤、
　（ｄ）一種以上のコハク酸イミド誘導体分散剤、および
　（ｅ）一種以上の耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油組成物
はジアルキルカルボキシレートを含まない。
【請求項４４】
　内燃機関が、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジンおよび天然ガスエンジンである請
求項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　リン含有耐摩耗性添加剤がジアルキルジチオンリン酸亜鉛である請求項４３に記載の方
法。
【請求項４６】
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　内燃機関の排ガス後処理装置における触媒被毒を低減する方法であって、下記の成分を
含む潤滑油組成物を用いて内燃機関を作動させることからなる方法：
　（ａ）主要量の潤滑粘度の油、
　（ｂ）過塩基性カリウムモノアルキルカルボキシレートと過塩基性カルシウムアルキル
アリールスルホネートの混合物、
　（ｃ）アミン含有酸化防止剤およびフェノール系酸化防止剤、
　（ｄ）エチレンカーボネート処理コハク酸イミド分散剤、および
　（ｅ）リン含有耐摩耗性添加剤、
　ただし、潤滑油組成物はリンを０．１２質量％より多くは含まず、そして潤滑油組成物
はジアルキルカルボキシレート清浄剤を含まない。
【請求項４７】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、０
．５：１．０乃至１０．０：１．０の範囲にある請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、１
．０：１．０乃至７．５：１．０の範囲にある請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、２
．０：１．０乃至５．０：１．０の範囲にある請求項４８に記載の方法。
【請求項５０】
　本潤滑油組成物中の過塩基性カリウム清浄剤と過塩基性カルシウム清浄剤との比が、３
．５：１．０である請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　内燃機関が、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジンおよび天然ガスエンジンである請
求項４６に記載の方法。
【請求項５２】
　リン含有耐摩耗性添加剤がジアルキルジチオンリン酸亜鉛である請求項４６に記載の方
法。
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